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（
経
済
産
業
委
員
会
）

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
産
業
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
、
事
業
再
編
及
び
外
部
経
営
資
源
の
活
用
の
支
援
、
情
報
技
術

の
発
達
に
対
応
し
た
経
営
手
法
の
導
入
支
援
、
円
滑
な
事
業
承
継
及
び
企
業
再
生
に
係
る
支
援
、
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制

度
の
拡
充
に
よ
る
連
鎖
倒
産
の
防
止
の
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一

産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
改
正

１

大
規
模
か
つ
迅
速
な
事
業
再
編
を
促
進
す
る
た
め
、
事
業
者
が
外
部
経
営
資
源
の
活
用
に
よ
り
、
著
し
い
生
産
性
の
向

上
を
目
指
し
て
行
う
株
式
を
対
価
と
す
る
事
業
再
編
（
特
別
事
業
再
編
）
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
が
認
定

す
る
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
特
別
支
配
会
社
へ
の
事
業
譲
渡
等
に
係
る
特
例
、
株
式
を
対
価
と
す
る
他
の
株
式
会

社
の
株
式
等
の
取
得
に
際
し
て
の
株
式
の
発
行
等
に
係
る
特
例
、
剰
余
金
の
配
当
に
係
る
特
例
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

２

事
業
再
生
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
特
定
認
証
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
特
定
認
証
紛
争
解
決
事
業
者
が
商
取
引
債
権

保
護
の
た
め
に
確
認
し
た
事
項
を
、
裁
判
所
が
再
生
手
続
等
の
判
断
に
際
し
て
考
慮
す
る
措
置
を
講
ず
る
。
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３

事
業
者
の
情
報
の
適
切
な
管
理
を
促
進
す
る
た
め
、
技
術
等
の
情
報
漏
え
い
防
止
措
置
に
関
す
る
認
証
機
関
の
認
定
制

度
を
設
け
る
と
と
も
に
、
当
該
認
定
を
受
け
た
一
般
社
団
法
人
等
を
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
対
象
と
す
る
特
例
措
置
等

を
講
ず
る
。

４

株
式
会
社
産
業
革
新
機
構
に
つ
い
て
、
株
式
会
社
産
業
革
新
投
資
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
名
称
を
変
更

し
、
機
構
が
保
有
す
る
有
価
証
券
等
の
処
分
の
期
限
を
平
成
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
ま
た
、
政
府
が
株

式
の
二
分
の
一
以
上
を
保
有
し
、
出
資
を
主
た
る
業
務
と
す
る
会
社
（
官
民
フ
ァ
ン
ド
）
の
株
式
を
機
構
が
保
有
で
き
る

こ
と
と
す
る
。

５

機
構
の
投
資
機
能
強
化
の
た
め
、
経
済
産
業
大
臣
に
よ
る
投
資
基
準
の
策
定
、
機
構
の
特
定
投
資
事
業
者
（
フ
ァ
ン

ド
）
に
対
す
る
資
金
供
給
（
出
資
等
）
の
決
定
に
係
る
経
済
産
業
大
臣
の
認
可
、
認
可
さ
れ
た
資
金
供
給
の
対
象
と
な
っ

た
特
定
投
資
事
業
者
の
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

６

事
業
者
の
利
便
向
上
を
図
る
た
め
、
新
事
業
活
動
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
主
務
大
臣
に
規
定
の
解
釈
及
び
適

用
の
有
無
に
つ
い
て
、
確
認
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
理
由
を
付
し
て
回
答

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
回
答
の
内
容
を
公
表
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。
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７

創
業
の
普
及
啓
発
に
よ
っ
て
次
世
代
の
担
い
手
を
確
保
し
て
い
く
た
め
、
市
町
村
が
作
成
す
る
創
業
支
援
等
事
業
計
画

の
対
象
に
、
創
業
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
行
う
事
業
を
追
加
す
る
。

８

産
業
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
施
策
を
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
集
中
実
施
期
間
を
撤
廃
す
る
と
と
も
に
、
産

業
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
実
行
計
画
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
。

二

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
の
一
部
改
正

１

事
業
承
継
を
加
速
化
さ
せ
る
た
め
、
中
小
企
業
者
等
が
合
併
等
に
よ
り
他
の
中
小
企
業
者
等
の
経
営
資
源
を
活
用
し
て

経
営
の
向
上
を
図
る
取
組
に
つ
い
て
、
経
営
力
向
上
計
画
の
認
定
の
対
象
に
加
え
る
と
と
も
に
、
認
定
を
受
け
た
者
に
つ

い
て
、
許
認
可
の
承
継
等
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
。

２

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
に
よ
る
支
援
の
質
を
維
持
、
確
保
し
て
い
く
た
め
、
認
定
に
有
効
期
間
を
設
け
、
期
間
満

了
時
に
改
め
て
業
務
遂
行
能
力
を
確
認
す
る
更
新
制
等
を
導
入
す
る
。

３

情
報
処
理
能
力
の
強
化
を
図
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
指
導
、
助
言
等
を
行
う
た
め
、
情
報
処
理
に
関
す
る
高
度
な

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
認
定
情
報
処
理
支
援
機
関
と
し
て
認
定
す
る
制
度
を
設
け
る
と
と
も
に
、
認
定
を
受
け
た

者
の
う
ち
一
般
社
団
法
人
等
を
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
対
象
と
す
る
特
例
措
置
等
を
講
ず
る
。
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三

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

社
外
承
継
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
社
外
の
第
三
者
が
事
業
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
三
者
の
事

業
承
継
に
必
要
な
資
金
に
対
し
て
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
保
証
に
つ
い
て
特
別
枠
の
設
定
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

四

中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
法
の
一
部
改
正

連
鎖
倒
産
を
防
止
す
る
た
め
、
中
小
企
業
倒
産
防
止
共
済
制
度
に
加
入
す
る
中
小
企
業
者
に
対
し
、
そ
の
取
引
先
が
電
子

記
録
債
権
に
関
し
て
取
引
停
止
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
売
掛
債
権
等
の
回
収
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
、
共
済
金
を
貸

し
付
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

五

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
法
の
一
部
改
正

一
か
ら
四
に
合
わ
せ
て
、
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
に
つ
い
て
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

六

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
な
お
、
一
の
３
か
ら
５
、
四
及
び
五
の
一
部
等
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


